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伊勢崎市水道ビジョン案に関するパブリックコメント手続きを平成２２年２月２２日から

平成２２年５月１０日まで実施し、２名の方から２件のご意見をいただきました。 

意見募集資料に記載された意見等につきまして、「市の考え方」を次のとおり公表いたしま

す。 

 

  寄せられたご意見等の要旨とそれに対する市の考え方について次のとおり公表いたします。 

 

１  「第２章 ２現状分析（４）災害対策」  についての意見等 

番号 意見等の要旨 意見等に対する市の考え方 

１ 伊勢崎市は地震などによる災害が少ないと

思いますが、もしもの時の体制はどうなってい

るのでしょうか。応急給水拠点が１０箇所と書

いてあるのですが、どこにあるのか知りませ

ん。近所にあるのでしょうか。 

 

第２章 ２現状分析（４）災害対策 

第３章 ３施策の実施 基本目標２ 

に関係いたします。 

もしもの時に迅速に対応できるよう体制の

整備などに努め、周知も図っていきたいと考え

ております。 

応急給水拠点の場所につきましては、１１箇

所でしたので訂正し、配水区域（Ｐ３１）の中

に示しました。 

 

２  「第２章 ２現状分析（５）経営の状況」  についての意見等 

番号 意見等の要旨 意見等に対する市の考え方 

１  水道料金収入が減少傾向ということですが、

簡単に値上げを考えないでほしいです。 

 

 

 

第２章 ２現状分析（５）経営の状況 

第３章 ３施策の実施 基本目標３ 

に関係いたします。 

 水道の使用量が減少していますので、水道料

金収入は減少傾向にあります。経費の削減に努

め、収入の減少に対応してまいりたいと考えて

おります。しかし、今後施設の更新などに多額

の経費が見込まれることが確実です。水道料金

の改定を検討する必要があるものと考えてお

ります。 

 


